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会計監査人に関する事項

事業報告（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

区 分 支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 81 百万円

当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 199

４．会計監査人に関する事項
⑴　会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

⑵　会計監査人の報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分ができないため、これらの合計額を記載して
おります。

２．当社の重要な子会社のうち、海外子会社は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人
の監査を受けております。

⑶　非監査業務の内容

当社は、当期において、会計監査人に対し、公認会計士法第２条第１項の業務のほか、社債

発行に係るコンフォート・レター作成業務および英文連結財務諸表に関する助言業務を委託い

たしました。

⑷　会計監査人の報酬等の額に監査役会が同意した理由

当社監査役会は、会計監査人の過年度の監査実績の分析および評価を実施し、会計監査人が

提出した当事業年度の監査計画の妥当性および適切性の確認ならびに過年度実績との対比を行

い、監査時間、報酬等の単価と額の算出根拠および内容の精査ならびに監査担当者の配員計画

を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は、相当かつ妥当であることを確認のうえ、その報

酬等の額について同意しております。

⑸　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した

場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたし

ます。また、当社監査役会は、会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる

場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任することとしております。この場

合、当社監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査

人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制等の整備についての取締役会決議の内容の概要

５．業務の適正を確保するための体制等の整備についての取締役会決議の内容の概要

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業
務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、次のとおりであります。

⑴　取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

①　当社グループにおけるコンプライアンスの概念は「法令や社則の遵守」のみならず広く
「法令、社則および倫理の遵守」であることに鑑み、「社会的責任（ＣＳＲ）」および
「リスク管理」への取組みと一体としてコンプライアンスが実践できる体制を構築する。

②　取締役および使用人が職務執行にあたって遵守すべき指針、行動規範として「企業理
念」「サステナビリティ経営方針」「ＣＳＲ方針」「ＣＳＲ行動規範」等を定め、これを
当社グループに周知徹底する。

③　サステナビリティに関する重要課題（マテリアリティ）を特定し、計画的に諸施策を推
進する体制として、サステナビリティ推進委員会を設置する。

④　当社グループのリスク管理体制を構築し、コンプライアンス違反の予防および違反の早
期発見を図る。

⑤　コンプライアンスのための当社グループ内教育を計画的に実施する｡
⑥　当社グループのコンプライアンスに関する内部通報窓口を社内外に設置することによ

り、情報収集および是正の早期化を図る｡
⑦　社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による不当な要求に対しては、毅然とし
た態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備す
る。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社グループ各部門は、社則により、当該部門における取締役の職務の執行に係る情報の保
存および管理の責任を有するものとし、必要な情報を速やかに検索できるシステムを構築し、
維持する｡

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理規則により、当社グループの損失の危険の管理を徹底する。

⑷　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　適切な職務権限および意思決定のルールを徹底し､取締役の職務執行が効率的に行われ
ることを確保する。

②　業務の合理化および電子化にむけた取り組みを推進する｡
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業務の適正を確保するための体制等の整備についての取締役会決議の内容の概要

⑸　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

①　関係会社管理規則・グループ決裁規則およびグループ稟議制度等により、当社グループ
各社から事業概況等の報告を受け、当社グループにおける業務が適正かつ効率的に行われ
る体制を整備する｡

②　当社グループにおけるリスク管理を統括するグループリスク管理委員会の決定事項を当
社および当社子会社のリスク管理委員会に徹底し、グループ全体の法令および社則の遵守
等の業務の適正の確保を推進する。

③　当社の内部監査部門は、当社グループ各社の内部監査を実施する。
④　当社は、当社グループ各社がその財務情報の適正性を確保し、信頼性のある財務報告を
作成、開示するために必要な体制を整備する。

⑹　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項

監査役と協議のうえ、適切な者を監査役の職務補助者に任命する。

⑺　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務補助者の人事異動および考課については、監査役会の意見を尊重する。

⑻　監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役補助業務について、監査役が監査役の職務補助者に対して指揮命令権を有する体制を
整備する。

⑼　監査役への報告に関する体制および当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不
利な取扱いを受けないことを確保するための体制

①　監査役が重要な会議に出席できる体制を整備する。
②　当社の取締役および使用人ならびに当社を除く当社グループの取締役、監査役および使
用人は、前号の会議において、事業概況、リスク管理状況等の報告を行う。また、監査役
が出席する会議で報告する事項のほか次の事項については都度、速やかに監査役会に報告
する｡
イ．職務執行に関して、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実
ロ．会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
ハ．その他監査役が求めた事項

③　前号に従い監査役への報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由として不
利益な取扱いを行うことを禁止する。

④　内部通報制度の担当部門は、定期的にまた必要に応じて都度、内部通報状況を監査役に
報告する。
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業務の適正を確保するための体制等の整備についての取締役会決議の内容の概要

⑽　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査にかかる諸費用については、監査の実効性を担保すべく予算を設ける。また、監査役が
当社に対し、監査役の職務を執行する上で必要な費用の請求をしたときは、職務の執行に必要
でないと明らかに認められた場合を除き、速やかに当該費用を支払う。

⑾　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　取締役社長は、監査役と定期的にまた必要に応じて意見交換を実施する。その他の取締
役は、監査役と必要に応じて意見交換を実施する。

②　内部監査部門は、監査役との連係を密にし、定期的にまた必要に応じて意見交換を実施
する。
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業務の適正を確保するための体制等の運用状況の概要

６．業務の適正を確保するための体制等の運用状況の概要

　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりであります。

⑴　取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①　当社グループでは、全社員が「企業理念」を共有し実践するため、「サステナビリティ
経営方針」を制定し、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指しております。ま
た、この方針を具体化した「ＣＳＲ方針」と「ＣＳＲ行動規範」を設け、定期的な教育等
を通じて「企業理念」「ＣＳＲ方針」「ＣＳＲ行動規範」の周知・浸透を図っておりま
す。

②　コンプライアンス違反の未然防止や危機発生時の対応を効率的に推進するためにリスク
管理規則を制定し、各社においてコンプライアンス等のリスクを管理するとともに、グル
ープリスク管理委員会を年２回以上開催し、重大リスク事案の共有をすることでコンプラ
イアンス体制の維持、推進に取り組んでおります。また、四半期に一度BCP推進会議を開
催し、活動の成果および問題点を共有し、当社グループのBCP活動を推進しております。

③　代表取締役を委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、グループ全体のサステナ
ビリティ課題に関する協議､立案､推進を担うサステナビリティ推進委員会を管理、監督す
るとともに、必要に応じて当社取締役会に対して助言を行っております。
なお、特定したマテリアリティについてはhttps://www.gs-yuasa.com/jp/csr/structure.php

にて公開しております。
④　コンプライアンスに関する教育を計画的に実施するとともに、業務に関連する個別法令
等コンプライアンスに係る事項についても研修や社内ニュース等を通して啓発を行ってお
ります。

⑤　内部通報窓口を社内外に設置し、通報に対して適切な措置を講じております。また、従
業員に対してコンプライアンス・アンケートを実施し、リスクの早期発見および是正を図
っております。

⑥　取引先との契約書に反社会的勢力の排除に関する条項を設けております。また、万一反
社会的勢力から不当な要求があった場合には、毅然とした対応ができるよう、社内外の専
門家への連絡体制を整えております。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
ＩＴを活用し、検索しやすい情報環境を構築し、各情報について適切に管理を行っておりま

す。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規則に基づき、当社グループの経営に重大な影響を与える危機の発生の予防を図

るためのリスク管理体制を整備するとともに、実際に危機が発生した際の影響を最小限に止
め、速やかに平常に復帰させるための体制を整備しております。
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業務の適正を確保するための体制等の運用状況の概要

⑷　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　取締役会規則、稟議規則、グループ決裁規則等において決裁区分および手続を定め、適
宜権限委譲を行っております。
また、当社取締役会が当社グループとしての経営計画を策定し、これに基づき各社各部

門が重点実施課題を設定し、実行することにより、効率的な職務執行を行っております。
②　規則、規程を含む各種情報をイントラネットの各種掲示板に掲示し、職務上必要な情報
を常に閲覧できる体制を整えております。また、デジタルトランスフォーメーション
（DX）や電子化をはじめとした合理化の諸施策を推進しております。

⑸　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
①　当社グループ各社から事業概況等の報告を受ける体制
イ．関係会社管理規則・グループ決裁規則およびグループ稟議制度に基づく体制
　関係会社管理規則・グループ決裁規則に基づき当社グループ各社について主管部門を
定め、当社グループ各社の事業の執行状況について直接もしくは主管部門を通じて報告
を受ける体制を整備しております。また、報告された内容を、経営、財務等の観点から
確認を行ったうえで決裁する体制を整備しております。

ロ．各種会議体による体制
　当社取締役は、取締役会のほか、当社グループの各種重要会議に出席し、当社グルー
プにおける職務執行状況等を監督しております。

②　グループリスク管理委員会において、各社の重大リスク事案を共有し、必要に応じて再
発防止策の立案や各社への徹底事項を確認しております。

③　内部監査部門は、年度ごとに監査計画を作成のうえ監査を実施し、適宜改善指導を行っ
ております。

④　財務報告に係る内部統制規則に基づき、年度ごとに内部統制基本計画を定め、当該計画
に従って財務報告に係る内部統制の整備、運用、評価および報告を行っております。

⑹　監査役の職務の執行に関する体制
①　監査役室を設置し、監査役の指揮命令のもとに監査役補助業務を遂行する専任の職務補
助者を任命しております。また、当該職務補助者の異動および考課について、監査役会に
確認しております。

②　監査役は、各種重要会議に出席し、当社グループの事業概況やリスク管理状況について
報告、説明を受け、適宜意見を述べております。また、重要なリスク事象については、発
生都度、監査役会に報告しております。

③　内部通報の発生都度、監査役に報告しております。また、内部通報制度について定めた
企業倫理ホットライン規程において、通報者に対する不利益取扱い禁止を規定しておりま
す。

④　監査役から請求のあった費用について速やかに支払っております。
⑤　取締役社長および各取締役は、監査役と定期的にまた必要に応じて意見交換を実施して
おります。

⑥　内部監査部門は、監査役と定期的にまた必要に応じて意見交換を実施しております。
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連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当期首残高 52,841 74,008 131,542 △ 314 258,078

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △ 7,526 △ 7,526

親会社株主に帰属する

当期純利益
30,416 30,416

自己株式の取得 △ 270 △ 270

自己株式の処分 58 208 266
連結子会社出資金の取得に
よる持分の増減

△ 616 △ 616

持分法の適用範囲の変動 △ 963 △ 963
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

－

連結会計年度中の変動額合計 - △ 558 21,926 △ 61 21,306

当期末残高 52,841 73,450 153,468 △ 375 279,384

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株 主
持 分

純資産合計その他有価
証券評価
差 額 金

繰延ヘッジ
損 益

土地再評価
差 額 金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整
累 計 額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 19,869 △ 637 1,794 27,236 23,650 71,913 43,888 373,880

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － △ 7,526

親会社株主に帰属する

当期純利益
－ 30,416

自己株式の取得 － △ 270

自己株式の処分 － 266
連結子会社出資金の取得に
よる持分の増減

－ △ 616

持分法の適用範囲の変動 － △ 963
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

△ 893 380 △ 22 △ 1,427 △ 2,288 △ 4,252 52 △ 4,199

連結会計年度中の変動額合計 △ 893 380 △ 22 △ 1,427 △ 2,288 △ 4,252 52 17,106

当期末残高 18,975 △ 257 1,771 25,809 21,361 67,661 43,940 390,987

連結株主資本等変動計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
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連結注記表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項

連結子会社………47社
主要会社名　　　　㈱ＧＳユアサ、㈱ジーエス・ユアサ バッテリー、
　　　　　　　　　㈱ＧＳユアサ エナジー、㈱ジーエス・ユアサ テクノロジー

　連結子会社であった㈱リチウムエナジージャパンは、清算手続き結了により、連結の範囲から除外しております。連結子会
社であった杰士電池有限公司は、全出資持分を譲渡したことにより、連結の範囲から除外しております。また、連結子会社で
あった広東湯浅蓄電池有限公司（以下、YBGD）は、㈱ＧＳユアサ（以下、ＧＳユアサ）が保有する持分を一部譲渡したことに
より、連結の範囲から除外しております。

非連結子会社………４社
主要会社名　　　　㈱ＧＳユアサ中央販売

（連結の範囲から除いた理由）
　非連結子会社については、いずれも小規模であり、その総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金
（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
持分法適用会社………13社
主要会社名　　　　SEBANG GLOBAL BATTERY Co., Ltd.
　　　　　　　　　PT.GS Battery

⑴　連結子会社であったYBGDは、ＧＳユアサが保有する持分を一部譲渡したことにより、連結の範囲から除外し、持分法適用の
範囲に含めております。上海杰士鼎虎動力有限公司は、全出資持分を譲渡したことにより、持分法適用の範囲から除外してお
ります。また、ユアサ電池サービス販売㈱については、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より持分法適用の範囲か
ら除外しております。

⑵　持分法を適用していない非連結子会社４社及び関連会社６社については、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益
剰余金（持分に見合う額）等に与える影響は軽微であり、かつ全体としても重要性が乏しいため、持分法の適用から除外して
おります。

⑶　持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る計算書類または仮決算に基づ
く計算書類を使用しております。

３．連結子会社の事業年度に関する事項
　Yuasa Battery(Thailand) Pub. Co., Ltd.の決算日は12月31日ですが、連結に際して仮決算を行わず決算日の計算書類を用
いて連結計算書類を作成しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っ
ております。

４．会計処理基準に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準および評価方法
①　有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式および関連会社株式…………………………移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの……………………時価法によっております。

               （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
                 法により算定）

市場価格のない株式等…………………………………移動平均法による原価法によっております。
②　デリバティブの評価基準および評価方法

デリバティブ……………………………………………時価法によっております。
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③　棚卸資産の評価基準および評価方法
商品および製品、仕掛品、原材料および貯蔵品……主として総平均法による原価法によっております。

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法により算定）

⑵　重要な固定資産の減価償却方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）…………定額法によっております。

なお、当社および国内連結子会社は、取得金額が10万円以上20万円未満の資
産については３年間で均等償却しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物および構築物    ……５年～50年
機械装置および運搬具……２年～18年

②　無形固定資産（リース資産を除く）…………定額法によっております。
③　リース資産………………………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。

④　使用権資産………………………………………リース期間に基づく定額法によっております。

⑶　重要な引当金の計上方法
①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社および国内連結子会社は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
　また、在外連結子会社については主として個別判定による貸倒見積高を計上しております。

②　役員賞与引当金
　役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。

③　役員退職慰労引当金
　役員および執行役員の退職時の慰労金に充てるため、一部の連結子会社の内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上
しております。

⑷　収益および費用の計上基準
　当社および連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容および当該履行義務を充足する通常の時
点（収益を認識する通常の時点）等は、以下のとおりです。
　なお、これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、概ね１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりま
せん。
①　商品および製品の販売

　当社および連結子会社は、主な事業として電池および電源装置、照明器、その他の電池・電気機器の製造販売を行って
おります。このような商品および製品の販売については、原則として商品および製品を引き渡す一時点、もしくはインコ
タームズに従った一時点において、支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当該時点にお
いて収益を認識しております。なお、国内取引については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間
が通常の期間である場合には、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項を適用して、出荷時に収益を認識しておりま
す。
　電池等の販売契約については、販売数量を条件とした値引等を付して販売していることから、変動対価が含まれます。
取引価格の算定については、値引等を付して販売する場合、契約において顧客と約束した対価から当該値引等の見積額を
控除した金額で算定しております。

②　役務の提供
　当社および連結子会社は、電池および電源装置の設置に関する据付工事等の役務の提供を行っております。このような
据付工事等については、役務提供完了時点で履行義務が充足されたものとみなし、当該時点で収益を認識しております。
　電池および電源装置等と据付工事等は、通常、合わせて販売しております。製品の納入と据付工事が別個の履行義務と
識別されるものに関しては、取引価格の履行義務への配分額の算定に当たり、契約金額等の観察可能な価格や、製品予想
原価に利益相当額を加算して見積もった独立販売価格の比率により、各履行義務へ配分しています。

－ 9 －
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⑸　その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
①　重要なヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約および通貨スワップについては振当処理の要件を充た
している場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を採用しておりま
す。

②　外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。な
お、在外連結子会社等の資産および負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益および費用は期中平均相場
により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定および非支配株主持分に含めております。
　ただし、超インフレ経済下にある子会社の収益および費用は、超インフレ会計を適用するため、連結決算日の直物為替
相場により円貨に換算しております。

③　のれんの償却方法および償却期間
　主として５年間で均等償却しております。

④　退職給付に係る負債の計上基準
　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務か
ら年金資産の額を控除した額を計上しております。
イ．退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
　退職給付信託を設定している一部連結子会社の退職給付制度においては一括費用処理しております。
　過去勤務費用については、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（14年）による定額法に
より費用処理しております。
　数理計算上の差異については、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数
（主として８年～14年）による定額法により発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
　未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額については、税効果を調整の上、純資産の部における
その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

⑤　超インフレ経済下における会計処理
　2023年３月期連結会計年度において、トルコにおける３年間の累積インフレ率が100％を超えたため、当社グループは
トルコ・リラを機能通貨とするトルコの子会社について、超インフレ経済下で営業活動を行っていると判断いたしまし
た。このため、2023年３月期連結会計年度より、当社グループは、トルコの子会社の財務諸表について、IAS第29号「超
インフレ経済下における財務報告」に定められる要求に従い、会計上の調整を加えております。IAS第29号は、超インフ
レ経済下にある子会社の財務諸表について、報告期間の末日現在の測定単位に修正したうえで、連結計算書類に含めるこ
とを要求しております。当社グループは、トルコにおける子会社の財務諸表の修正のため、Turkish Statistical 
Institute（TURKSTAT）が公表するトルコの消費者物価指数（CPI）から算出する変換係数を用いております。トルコにお
ける子会社は、取得原価で表示されている有形固定資産等の非貨幣性項目について、取得日ないし再評価日を基準に変換
係数を用いて修正しております。現在原価で表示されている貨幣性項目及び非貨幣性項目については、報告期間の末日現
在の測定単位で表示されていると考えられるため、修正しておりません。正味貨幣持高に係るインフレの影響は、連結損
益計算書の営業外損益に表示しております。トルコの子会社の財務諸表は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、当社グループの連結計算書類に反映しております。

－ 10 －



2025/05/22 13:11:13 / 24182141_株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション_招集通知

連結注記表

会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算書
類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
固定資産の評価
１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　当社グループの有形固定資産は219,636百万円、無形固定資産は4,797百万円です。なお、その他の注記 ３.「減損損失に
関する注記」に記載のとおり、当社グループが保有する固定資産について、減損損失4,922百万円を特別損失に計上いたし
ました。

２．会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
　連結計算書類に計上した金額の算出方法等は、「減損損失に関する注記」に記載した内容と同一であります。なお、「減
損損失に関する注記」に記載した減損損失を除き、重要な減損損失を認識しておりませんが、将来の不確実な経済状況の変
動等による自動車市場等の需要落ち込みが想定を上回ること等により固定資産の回収可能価額が低下した場合には、翌連結
会計年度において固定資産の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。

会計方針の変更に関する注記
（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」とい
う。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに
定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下
「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の
変更による連結計算書類への影響はありません。
　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書類における取扱いの
見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変
更による影響はありません。
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担保提供資産
現金および預金
売掛金
商品および製品
原材料および貯蔵品
建物および構築物
機械装置および運搬具
その他有形固定資産

88百万円
407百万円
537百万円
15百万円
72百万円
61百万円
74百万円

計 1,256百万円
対応債務
短期借入金 498百万円

計 498百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 269,714百万円
３．受取手形割引高 50百万円

４．受取手形裏書高 2,482百万円

⑶　再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 △　174百万円

建物および構築物 1,234百万円
機械装置および運搬具 8,002百万円
その他 85百万円

建物および構築物 3百万円
機械装置および運搬具 7百万円
土地 585百万円
その他 12百万円

建物および構築物 232百万円
機械装置および運搬具 205百万円
その他 191百万円

建物および構築物 3百万円
機械装置および運搬具 4百万円
その他 0百万円

連結貸借対照表に関する注記
１．担保提供資産とそれに対応する債務

５．土地再評価法の適用
　土地の再評価に関する法律（平成10年法律第34号）に基づき、一部連結子会社の事業用の土地の再評価を行い、土地再評価
差額金を純資産の部に計上しております。

⑴　再評価実施日　　　 2002年３月31日
⑵　再評価の方法
　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年政令第119号）第２条第３号に定める「地方税法第341条第10号の土地課税台帳
又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格」に合理的な調整を行って算定しております。

６．国庫補助金等を受入れたことにより取得価額から控除した圧縮記帳額

連結損益計算書に関する注記
１．固定資産売却益

固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

２．固定資産除却損
固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

３．固定資産売却損
固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
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普通株式 100,446,442株

決 議 株式の種類 配当の総額 １株当たり配当額 基 準 日 効力発生日

2024年６月27日
定時株主総会

普通株式 5,519百万円 55円 2024年３月31日 2024年６月28日

2024年11月６日
取締役会

普通株式 2,007百万円 20円 2024年９月30日 2024年12月２日

 ①　配当金の総額 5,524百万円
 ②　１株当たり配当額 55円

 ③　基準日 2025年３月31日

 ④　効力発生日 2025年６月30日

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度末における発行済株式の種類および総数

２．配当に関する事項
⑴　配当金支払額

（注）配当金の総額5,519百万円及び2,007百万円には、信託が保有する自社の株式に対する配当金２百万円及び０百万円を
含めております。

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
　2025年６月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案する予定であります。

 なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
 （注）配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金７百万円を含めております。

金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
⑴　金融商品に対する取組方針

　当社グループの資金運用については、安全性の高い金融資産で運用を行っております。また、資金調達については、設備
投資・投融資計画等の資金需要の動向を踏まえて主に銀行等金融機関からの借入や社債により調達しております。デリバテ
ィブは、後述するリスクを回避するために利用し、投機的な取引は禁止しております。

⑵　金融商品の内容およびそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、取引先ごとの期日管理
及び残高管理を行うとともに、主要な取引先の状況を定期的に把握し、回収懸念の早期把握・軽減を図っております。
　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク等に晒されておりますが、市況、
時価、発行体企業の財務状況・取引関係を定期的に把握し、保有状況を継続的に見直しております。
　営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが５ヶ月以内の支払期日であり、グループ各社及び
各部門の資金計画を月次で作成することにより、流動性リスクの管理を行っております。
　借入金のうち、短期借入金は、主に運転資金等に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調
達であります。長期借入金のうち一部は、変動金利で調達しているため金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金利
の変動リスクや為替変動リスクを抑制するため、金利スワップや通貨スワップ取引を利用しております。
　営業取引に係る外貨建債権債務については、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての債権債務の残高の
範囲内にあるものを除き、為替レートの変動リスクをヘッジする目的で為替予約取引を行っております。
　これらデリバティブ取引の執行・管理は内部規程に基づいて担当部署が行っており、監査室が、規程に則り適切に執行・
管理が行われているか監査しております。
　主要原材料である鉛等の調達価格は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、著しい価格高騰によるリスクを回避
するために、一部に対して商品価格スワップ取引等を利用してヘッジしております。
　ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、連結計算書類作成
のための基本となる重要な事項に関する注記等「４.会計処理基準に関する事項（５）その他連結計算書類作成のための基
本となる重要な事項① 重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。
　連結子会社については、各社が自主管理・自己責任原則の下、各社が定める規程に基づき運営を行っており、当社はその
規程類を把握しております。また、定期的なリスク管理報告を受けモニタリング管理を行っております。

－ 13 －
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連結貸借対照表
計　　上　　額

時　価 差　額

⑴ 投資有価証券 57,416 47,345 (10,070)

⑵ 社債(1年内償還予定含む) (20,000) (19,530) 469

⑶ 長期借入金(1年内返済予定含む) (50,960) (50,146) 814

⑷ リース債務(1年内返済予定含む) (11,506) (11,297) 209

⑸ デリバティブ取引 (101) (101) －

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 31,600 － － 31,600

資産計 31,600 － － 31,600
デリバティブ
通貨関連 － 82 － 82
商品関連 － 18 － 18

負債計 － 101 － 101

⑶　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が
変動することもあります。また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等につ
いては、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2025年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。

(単位：百万円)

（注１）　負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
（注２）　「現金および預金」、「受取手形、売掛金および契約資産」、「電子記録債権」、「支払手形および買掛金」、

「電子記録債務」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」、「設備関係支払手形」、「設備関係電子記
録債務」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか
ら記載を省略しております。

（注３）　市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額　21,015百万円）は、「（1）投資有価証券」には含めておりませ
ん。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しており
ます。
　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象と

なる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプッ

トを用いて算定した時価
　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルの
うち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

⑴　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度（2025年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

－ 14 －
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
関連会社株式
株式 15,745 － － 15,745

資産計 15,745 － － 15,745
社債(1年内償還予定含む) － 19,530 － 19,530
長期借入金(1年内返済予定含む) － 50,146 － 50,146
リース債務(1年内返済予定含む) － 11,297 － 11,297

負債計 － 80,974 － 80,974

１．１株当たり純資産額 3,460円02銭
２．１株当たり当期純利益 303円25銭

⑵　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2025年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

（注）時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明
(1）投資有価証券
　上場株式の時価は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベ
ル１の時価に分類しております。

(2）デリバティブ
　為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル２の時
価に分類しております。また、商品スワップの時価は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベ
ル２の時価に分類しております。

(3）社債
　社債の時価については、元利金の合計額を同様の新規調達を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、
レベル２の時価に分類しております。

(4）長期借入金
　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定して
おり、レベル２の時価に分類しております。金利スワップの特例処理の対象とされている長期借入金は当該金利スワップ
と一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて
算定しており、レベル２の時価に分類しております。

(5）リース債務
　リース債務の時価は、同一の残存期間で同条件のリース契約を締結する場合の金利を用いて、元利金の合計額を割り引
いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。

１株当たり情報に関する注記

－ 15 －
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自動車電池
産業電池
電源

車載用リ
チウムイ
オン電池

計 その他 合計
国内 海外 小計

主たる地域市場
日本 101,745 31 101,776 95,640 73,776 271,194 19,952 291,146
アジア 165 125,891 126,057 6,997 － 133,054 195 133,250
欧州 11 75,925 75,937 678 9,014 85,630 1,826 87,457
北米 － 12,249 12,249 8,634 － 20,883 244 21,128
その他 － 45,977 45,977 1,183 － 47,161 － 47,161

顧客との契約から生じ
る収益

101,922 260,076 361,999 113,134 82,791 557,924 22,219 580,144

その他の収益 － － － － － － 196 196

外部顧客への売上高 101,922 260,076 361,999 113,134 82,791 557,924 22,415 580,340

当連結会計年度

2025年３月31日

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 104,133

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 108,441

契約資産（期首残高） 7,050

契約資産（期末残高） 4,318

契約負債（期首残高） 6,696

契約負債（期末残高） 9,999

収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社および連結子会社の売上高は、主に顧客との契約から認識された収益であり、当社および連結子会社における事業を地
域別に分解した場合の内訳は、以下のとおりです。
当連結会計年度（2024年４月１日から2025年３月31日まで）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　４．会計処
理基準に関する事項　(4）収益および費用の計上基準」 に記載のとおりです。

３．当連結会計年度および翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産および契約負債の残高等

　顧客との契約から生じた債権、契約資産および契約負債の残高は次のとおりです。
（単位：百万円）

　契約資産は、電池及び電源装置の販売及び据付工事等について、期末日時点で履行義務の充足部分と交換に受取る対価に

対する権利のうち、債権を除いたものです。据付工事等の完了に伴い、時の経過以外の条件は解消し、債権へ振替えられま

す。契約資産は、当社及び連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。当該

据付工事等に関する対価は、契約条件に従い、履行義務の充足時点に請求し、概ね１年以内に受領しております。

　契約負債は主に、履行義務の充足時点に収益を認識する顧客との電池及び電源装置、照明器、その他の電池・電気機器の

販売契約について、契約条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い

取り崩されます。

　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、2,617百万円です。契約資産

の増減は、主として収益認識と債権への振替により生じたものであります。契約負債の増減は、主として前受金の受取りと

収益認識により生じたものであります。

　なお、過去の期間に充足(または部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の金額に、重要性はあ

りません。
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当連結会計年度

2025年３月31日

１年以内 19,296

１年超 18,546

合計 37,842

（2）残存履行義務に配分した取引価格

　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される

契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。当連結会計年度末時点で未充足の履行義務に配分した

取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は以下のとおりであります。なお、収益の認識が見込まれる最長期間は、

18年以内であります。

(単位：百万円)
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（単位：百万円）

イ．退職給付債務 △ 39,412

ロ．年金資産 92,955

ハ．連結貸借対照表計上額純額（イ．＋ロ．） 53,543

ニ．退職給付に係る資産 58,972

ホ．退職給付に係る負債 △ 5,429

（単位：百万円）

イ．未認識数理計算上の差異 31,146

ロ．未認識過去勤務費用（債務の減額） 33

　　合計 31,180

（単位：百万円）

イ．勤務費用 2,005

ロ．利息費用 75

ハ．長期期待運用収益 △ 1,310

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 △ 3,088

ホ．過去勤務費用の費用処理額 △ 50

ヘ．退職給付費用（イ．＋ロ．＋ハ．＋ニ．＋ホ．） △ 2,369

イ．退職給付見込額の期間配分方法 主として給付算定式基準

ロ．割引率 主として1.45%

ハ．長期期待運用収益率 2.0％

その他の注記
１．退職給付に関する注記
⑴　採用している退職給付制度の概要

　国内連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度および退職一時金制度を設けております。一部国内子会
社においては、退職給付信託を設定しております。また、一部の海外子会社でも確定給付型の制度を設けております。

⑵　① 退職給付債務および年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債および
退職給付に係る資産の調整表

（注）一部連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

 ② 退職給付に係る調整累計額

　　　退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

⑶　退職給付費用およびその内訳項目の金額

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ．勤務費用」に計上しております。

⑷　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（注）当連結会計年度の期首時点の計算において適用した割引率は主として0.08％でありましたが、期末時点において割引
率の再検討を行った結果、割引率の変更により退職給付債務の額に重要な影響を及ぼすと判断し、割引率を主として
1.45％に変更しております。
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連結注記表

（単位：百万円）

繰延税金資産

未払賞与 2,019

未払事業税 645

未実現利益 690

棚卸資産評価損 1,095

退職給付に係る負債 4,184

貸倒引当金 178

減損損失 1,863

投資有価証券 1,703

税務上の繰越欠損金 2,985

繰越外国税額控除 565

その他 2,982

小　計 18,915

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △ 1,829

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △ 4,032

小　計 △ 5,862

繰延税金資産合計 13,052

（単位：百万円）

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △ 4

その他有価証券評価差額金 △ 8,628

時価評価差額 △ 2,894

在外関係会社における留保利益 △ 9,427

退職給付に係る資産 △ 18,566

その他 △ 1,761

繰延税金負債合計 △ 41,281

繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 △ 28,229

２．税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

⑵　法人税および地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
　当社および一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び
開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税および地方法人税の会計処理又はこれらに関
する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

⑶　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、2026年４月１日に開始する連結会計年
度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更
し計算しております。
　この変更により、当連結会計年度の繰延税金負債（繰延税金資産の金額を控除した金額）の金額が704百万円、法人税等調整
額が178百万円、それぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が279百万円、その他有価証券評価差額金が246百万円、それぞれ
減少しております。また、再評価に係る繰延税金負債が22百万円増加し、土地再評価差額金が同額減少しております。
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連結注記表

場所 用途 種類 減損損失

京都府福知山市 遊休資産

建物および構築物 679
機械装置および運搬具 3,753

建設仮勘定 480
その他有形固定資産 9

合計 4,922

３．減損損失に関する注記
　当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

(単位：百万円)

（グルーピング方法）
　事業用資産については、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位である、管理会計上使用している事業区分等の単
位によりグルーピングしております。
　賃貸用不動産および遊休資産については、個別物件単位でグルーピングしております。

（減損損失の認識に至った経緯および回収可能価額の算定方法）
　連結子会社が所有している上記の遊休資産については、遊休状態となり将来の用途が定まっていないことから、減損の兆
候があると判断し、減損損失の認識の判定及び測定を行っております。
　その結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
　なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、資産価値評価の専門家を利用して算出しております。
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貸借対照表

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流動資産

現金および預金

売掛金

関係会社短期貸付金

未収入金

その他

固定資産

有形固定資産

工具、器具および備品

投資その他の資産

投資有価証券

関係会社株式

関係会社長期貸付金

繰延税金資産

その他
　

63,473

30,836

508

31,066

997

63

178,169

0

0

178,169

405

79,722

98,000

40

1
　

流動負債 12,843

短期借入金 3,349

1年内返済予定の長期借入金 7,200

未払金 1,304

未払費用 48

未払法人税等 866

役員賞与引当金 28

その他 46

固定負債 52,707

社債 20,000

長期借入金 32,600

その他 107

負債合計 65,550

純 資 産 の 部

株主資本 175,999

資本金 52,841

資本剰余金 99,214

資本準備金 99,156

その他資本剰余金 58

利益剰余金 24,319

その他利益剰余金 24,319

繰越利益剰余金 24,319

自己株式 △ 375

評価・換算差額等 92

その他有価証券評価差額金 92

純資産合計 176,092

資産合計 241,642 負債および純資産合計 241,642

貸借対照表（2025年３月31日現在）
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損益計算書

（単位：百万円）

科 目 金 額

営業収益 8,892

一般管理費 1,471

営業利益 7,420

営業外収益

受取利息および配当金 2,905

その他 31 2,936

営業外費用

支払利息 402

社債利息 87

その他 149 639

経常利益 9,718

税引前当期純利益 9,718

法人税、住民税および事業税 990

法人税等調整額 △ 9 980

当期純利益 8,737

損益計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
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株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資 本 剰 余 金 合 計
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 52,841 99,156 0 99,156 23,107

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △ 7,526

当期純利益 8,737

自己株式の取得

自己株式の処分 58 58

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － 58 58 1,211

当期末残高 52,841 99,156 58 99,214 24,319

株 主 資 本 評価・換算差額等

純 資 産 合 計
自 己 株 式 株主資本合計

そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

当期首残高 △ 314 174,791 208 174,999

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △ 7,526 △ 7,526

当期純利益 8,737 8,737

自己株式の取得 △ 270 △ 270 △ 270

自己株式の処分 208 266 266

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額（純額）
△ 115 △ 115

事業年度中の変動額合計 △ 61 1,208 △ 115 1,092

当期末残高 △ 375 175,999 92 176,092

株主資本等変動計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準および評価方法
⑴　有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式……移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの ……時価法によっております。

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等 …………………移動平均法による原価法によっております。

⑵　デリバティブの評価基準および評価方法
デリバティブ ……………………………時価法によっております。

２．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） ……定額法によっております。

なお、取得金額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間で均等償却し
ております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
工具、器具および備品 ………………………主として10年

３．引当金の計上基準
役員賞与引当金………役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。

４．収益および費用の計上基準
　当社は子会社へのブランド管理を行っており、当社の子会社を顧客としております。当社の子会社に対しブランドの使用許
諾を行うことで、当社が構築したブランドイメージおよび取引上の信用を提供することを履行義務として識別しております。
当該履行義務は、ブランドを使用した当社の子会社が収益を計上するにつれて充足されるものであり、当該子会社の売上高に
一定の料率を乗じた金額を収益として計上しております。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
　　ヘッジ会計の処理

原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については振当処理の要件を充たしている場合は振当処理
を、金利スワップについては特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を採用しております。

会計方針の変更に関する注記
（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改
正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし書きに定
める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。
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個別注記表

１．有形固定資産の減価償却累計額 0百万円

短期金銭債権 1,506百万円
短期金銭債務 1,208百万円

営業収益 8,892百万円
その他 403百万円

営業取引以外の取引による取引高 2,883百万円

普通株式 144,588株

（単位：百万円）

属　性 会 社 等 の 名 称
議 決 権 等 の
所有（被所有）
割 合

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 の 内 容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 ㈱ＧＳユアサ
所有
　直接 100.0％

業務委託
役員の兼任
資金貸付

商標権使用料収入(注１)
出向料の支払(注２)

1.721
299

売掛金
未払金

397
23

資金の貸付(注３)
利息の受取(注３)

130,777
2,883

関係会社
短期貸付金

31,066

関係会社
長期貸付金

98,000

グループ通算制度に伴う通算
税効果額

1,163 未払金 1,163

貸借対照表に関する注記

２．関係会社に対する金銭債権および金銭債務

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類および株式数

(注)　業績連動型株式報酬制度の信託財産として㈱日本カストディ銀行が保有している当社株式143,100株が含まれております。

税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産の発生の主な原因は、未払事業税72百万円等であります。
　　　なお、繰延税金資産の一部に対して評価性引当額を設定しております。

２．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
　　　当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実
　　務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
　　並びに開示を行っております。

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　　　「所得税法等の一部を改正する法律」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年４月１日以降に解消が見込ま
　　れる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しておりま
　　す。この変更により、当事業年度の繰延税金資産（繰延税金負債の金額を控除した金額）の金額は1百万円減少し、法人税等
　　調整額が0百万円増加し、その他有価証券評価差額金が1百万円減少しております。

関連当事者との取引に関する注記

取引条件および取引条件の決定方針等
(注１)　外部売上高の１％を商標権使用料として受領しております。
(注２)　出向料については、出向契約書に基づき、支払っております。
(注３)　グループファイナンスによる資金貸借取引および利息の受取であり、貸付利率は市場金利を勘案して合理的に決定してお

ります。なお、資金の貸付取引金額は期中平均残高を記載しております。
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個別注記表

　１株当たり純資産額 1,755円62銭
　１株当たり当期純利益 87円11銭

１株当たり情報に関する注記

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

（注）　本事業報告ならびに本連結計算書類および本計算書類に記載の金額は表示単位未満を切り捨て、比率は四捨五入してお
り、金額には消費税等は含まれておりません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 黒 川 智 哉

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 山 田 徹 雄

独立監査人の監査報告書
2025年５月12日

株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

　 京都事務所

　
監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーションの2024

年４月１日から2025年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る
期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項
が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結
論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算
書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査
証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指
揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以　上
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指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 黒 川 智 哉

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 山 田 徹 雄

独立監査人の監査報告書
2025年５月12日

株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

　 京都事務所

　
監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

の2024年４月１日から2025年３月31日までの第21期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

会計監査人の監査報告書　謄本

－ 29 －
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書におい
て計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切
でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書謄本

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第21期事業年度における取締役の職務

の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成

し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に

従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と、必要に応じオンライン会議等のリモー

ト監査手法も活用しながら意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると

ともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主

要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について

は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会

社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保す

るために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に

関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ

ム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任 あずさ監査法人か

ら当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま

した。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検

証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ

て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保

するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理

基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、監査上の主要な検

討事項も含めて必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告書　謄本
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連

結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記

表）について検討いたしました。

２．監査の結果

⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該

内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財

務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果

　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年5月15日

株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション 監査役会

監査役(常勤) 中 川 正 也 ㊞

監査役(常勤) 真 田 芳 行 ㊞

監査役 藤 井 　 司 ㊞

監査役 辻󠄀 内 　 章 ㊞
　

（注）監査役　藤井　司、辻󠄀内　章の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

以　上
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